（参考資料２-２）本紙は、内部監査について、ガイドラインが示す質向上の取組に基づき作成したサンプルです。本紙を参考にマニュアルを策定する場合には、「自己診断及び審査の基準」をよくお読みになり、自己診断及び審査において確認すべきことをご理解いただいた上で、組織の状況に応じて策定してください。（※内部監査についての取組が、別マニュアル等で定められている場合、本紙を参考に新たなマニュアルを策定することは不要です。）







内部監査手順書【個人・小規模事業者】（例）




作成：令和〇年〇月〇日
改訂：令和〇年〇月〇日
教育訓練機関名（または事業所名）
責任者  役職・氏名


１．目的
本手順は、事業者が実施する内部監査について、その方法及び手順を明確にし、監査の有効性を確保することを目的とする。

２．適用範囲
本手順は、以下の事項について適用する。
・内部監査の方法
・監査基準
・監査の実施頻度
・監査計画の作成
・現地監査（または書面確認）の実施
・結果の記録および改善
※監査対象者が少人数（事業主のみ、または数名）の場合は、外部協力者・パートナー事業者による相互チェックも可とする。


３．監査体制
（１）事業主自らが内部監査を行う。ただし、可能であれば以下を検討する。
・外部の相談機関、専門家、同業者による相互チェック
・家族従業者以外のスタッフがいる場合は、業務分離に配慮した監査
（２）事業主自身が監査を行う場合でも、「通常業務としての自己チェック」と「内部監査としての確認」を形式的に区分する。

４．監査基準
内部監査における監査基準は、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」（以下「ガイドライン」という。） を用いる。

５．監査の実施頻度
（１）内部監査は、毎年度１回、原則として３月に定期監査として実施する。
（２）ガイドライン改訂や重要な不備が発生した場合は、必要に応じて追加で実施する。

６．監査計画の作成
事業主（または監査担当者）は、次を整理した簡易的な「内部監査計画書」を作成する。
（１）監査範囲
（２）使用するチェックリスト
（３）実施日
（４）実施方法（現地確認／書面確認／オンライン確認）
※１ページ程度の簡便な書式でよい。

７．監査目的
監査目的は次のとおりとする。
・ガイドラインへの適合性確認
・運用の不備・改善点の把握
・再発防止に向けた措置の検討
※体制が整ってきた段階では、業務改善の観点を加えることもできる。

８．監査準備
（１）事前に使用するチェックリストを準備する。
（２）前回の監査結果（ある場合）は事前に確認し、重点項目を設定する。
（３）必要書類（訓練実績記録、手順書、契約書等）を整理しておく。

９．監査の実施
（１）次の方法により確認する。
・書類チェック
・運用状況の確認（ヒアリングまたは自己確認）
・各手順や基準との適合性の確認
（２）不適合があれば、内容を記録し改善策を検討する。

１０．監査結果の記録
内部監査結果報告書を作成し、以下を記載する。
・監査実施日
・監査方法
・監査基準
・チェック結果
・不適合事項
・改善すべき点
・良好な取り組み
※備考欄を活用しても可。

１１．是正処置
（１）不適合が確認された場合は、原因を分析し、改善策を講じる。
（２）改善策の実施後、適切に改善が定着しているかを確認する。
（３）フォローアップは次回監査時に実施してもよい。

以上
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